
市第４号 

 

 

市第４号議案 

   横浜市手数料条例の一部改正 

 横浜市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和４年５月18日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

   横浜市手数料条例の一部を改正する条例 

 横浜市手数料条例（平成12年３月横浜市条例第32号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第 139 号の12の２の次に次の１号を加える。 

(139) の12の３ 長期優良住宅の普

及の促進に関する法律第５条第

６項又は第７項の規定に基づく

長期優良住宅維持保全計画の認

定申請手数料は、１件につき次

に掲げる額とする。 

ア 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項第

１号に掲げる基準に適合して

いることについて、あらかじ

め住宅の品質確保の促進等に

関する法律第５条第１項に規

定する登録住宅性能評価機関

による審査を受けた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 139 号の11の２アに掲げ

る手数料の区分に従い、そ
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イ ア以外の場合 

れぞれ当該手数料の額と同

一の額 

第 139 号の11の２イに掲げ

る手数料の区分に従い、そ

れぞれ当該手数料の額と同

一の額 

 第２条第 139 号の13及び第 139 号の13の２中「第５条第６項第６

号」を「第５条第８項第７号」に改め、同条第 139 号の14の２の次

に次の１号を加える。 

(139) の14の３ 長期優良住宅の普

及の促進に関する法律第８条第

１項の規定に基づく長期優良住

宅維持保全計画の変更認定申請

手数料（既に同法第６条第１項

第１号に掲げる基準に適合する

ことにより同法第５条第６項又

は第７項（同法第８条第２項に

おいて準用する場合を含む。）

の規定に基づく認定を受けた計

画を変更する場合に限る。）は

、１件につき次に掲げる額とす

る。 

ア 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項第

１号に掲げる基準に適合して
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いることについて、あらかじ

め住宅の品質確保の促進等に

関する法律第５条第１項に規

定する登録住宅性能評価機関

による審査を受けた場合 

 

 

 

イ ア以外の場合 

 

 

 

 

第 139 号の13の２アに掲げ

る手数料の区分に従い、そ

れぞれ当該手数料の額と同

一の額 

第 139 号の13の２イに掲げ

る手数料の区分に従い、そ

れぞれ当該手数料の額と同

一の額 

   附 則 

 この条例は、令和４年10月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、長期

優良住宅維持保全計画の認定申請手数料等を徴収する等のため、横

浜市手数料条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 手 数 料 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 手 数 料 ） 

第 ２ 条  手 数 料 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 種 類 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め

る 額 と す る 。  

（ 第 １ 号 か ら 第 139 号 の 12 の ２ ま で 省 略 ） 

(139) の 12 の ３  長 期 優 良 住 宅 の 普 
 
及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 第  
 
６ 項 又 は 第 ７ 項 の 規 定 に 基 づ く  
 
長 期 優 良 住 宅 維 持 保 全 計 画 の 認  
 
定 申 請 手 数 料 は 、 １ 件 に つ き 次  
 
に 掲 げ る 額 と す る 。  
 

 

ア  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進  
 

に 関 す る 法 律 第 ６ 条 第 １ 項 第  
 
１ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て  
 
い る こ と に つ い て 、 あ ら か じ  
 
め 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に  
 
関 す る 法 律 第 ５ 条 第 １ 項 に 規  
 
定 す る 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関  
 
に よ る 審 査 を 受 け た 場 合  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第 139 号 の 11 の ２ ア に 掲 げ 
 

る 手 数 料 の 区 分 に 従 い 、 そ 
 

れ ぞ れ 当 該 手 数 料 の 額 と 同 
 

一 の 額 
 

イ  ア 以 外 の 場 合  
 

第 139 号 の 11 の ２ イ に 掲 げ 
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る 手 数 料 の 区 分 に 従 い 、 そ 
 

れ ぞ れ 当 該 手 数 料 の 額 と 同 
 

一 の 額 
 

(139) の 13  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の

促 進 に 関 す る 法 律 第 ８ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ く 長 期 優 良 住 宅 建

築 等 計 画 の 変 更 認 定 申 請 手 数 料

（ 既 に 長 期 優 良 住 宅 新 築 基 準 に

適 合 す る こ と に よ り 同 法 第 ５ 条

第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で （ 同 法 第

８ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。） の 規 定 に 基 づ く 認

定 を 受 け た 計 画 を 変 更 す る 場 合 

    第 ５ 条 第 ８ 項 第 ７ 号 
（ 同 法          に 定 

第 ５ 条 第 ６ 項 第 ６ 号 

め る 事 項 を 変 更 す る 場 合 及 び 同

法 第 ９ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 規

定 に よ る 場 合 を 除 く 。） で 、 か

つ 、 同 法 第 ８ 条 第 ２ 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ る 申 出 を し な い 場 合 に 限

る 。） は 、 １ 件 に つ き 建 築 物 の

住 戸 の 総 数 に 応 じ 次 に 掲 げ る 額

と す る 。  

（ ア 及 び イ 省 略 ） 

(139) の 13 の ２  長 期 優 良 住 宅 の 普  
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及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 ８ 条 第

１ 項 の 規 定 に 基 づ く 長 期 優 良 住

宅 建 築 等 計 画 の 変 更 認 定 申 請 手

数 料 （ 既 に 長 期 優 良 住 宅 増 改 築

基 準 に 適 合 す る こ と に よ り 同 法

第 ５ 条 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で （

同 法 第 ８ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に 基

づ く 認 定 を 受 け た 計 画 を 変 更 す 

       第 ５ 条 第 ８ 項 第 ７ 
る 場 合 （ 同 法 

第 ５ 条 第 ６ 項 第 ６ 

号 
に 定 め る 事 項 を 変 更 す る 場 合 

号 

及 び 同 法 第 ９ 条 第 １ 項 又 は 第 ３

項 の 規 定 に よ る 場 合 を 除 く 。）

で 、 か つ 、 同 法 第 ８ 条 第 ２ 項 に

お い て 準 用 す る 同 法 第 ６ 条 第 ２

項 の 規 定 に よ る 申 出 を し な い 場

合 に 限 る 。） は 、 １ 件 に つ き 建

築 物 の 住 戸 の 総 数 に 応 じ 次 に 掲

げ る 額 と す る 。 

（ ア 、 イ 、 第 139 号 の 14 及 び 第 139 号 の 14 の ２ 省 略 ） 

(139) の 14 の ３  長 期 優 良 住 宅 の 普 
 
及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 ８ 条 第  
 
１ 項 の 規 定 に 基 づ く 長 期 優 良 住  
 
宅 維 持 保 全 計 画 の 変 更 認 定 申 請  
 
手 数 料 （ 既 に 同 法 第 ６ 条 第 １ 項  
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   （ 第 139 号 の 15 か ら 第 184 号 ま で 省 略 ） 

第 １ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る  
 
こ と に よ り 同 法 第 ５ 条 第 ６ 項 又  
 
は 第 ７ 項 （ 同 法 第 ８ 条 第 ２ 項 に  
 
お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）  
 
の 規 定 に 基 づ く 認 定 を 受 け た 計  
 
画 を 変 更 す る 場 合 に 限 る 。） は  
 
、 １ 件 に つ き 次 に 掲 げ る 額 と す  
 
る 。  

 

ア  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進  
 

に 関 す る 法 律 第 ６ 条 第 １ 項 第  
 
１ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て  
 
い る こ と に つ い て 、 あ ら か じ  
 
め 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に  
 
関 す る 法 律 第 ５ 条 第 １ 項 に 規  
 
定 す る 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関  
 
に よ る 審 査 を 受 け た 場 合  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第 139 号 の 13 の ２ ア に 掲 げ 
 

る 手 数 料 の 区 分 に 従 い 、 そ 
 

れ ぞ れ 当 該 手 数 料 の 額 と 同 
 

一 の 額 
 

イ  ア 以 外 の 場 合  
 

第 139 号 の 13 の ２ イ に 掲 げ 
 

る 手 数 料 の 区 分 に 従 い 、 そ 
 

れ ぞ れ 当 該 手 数 料 の 額 と 同 
 

一 の 額 
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